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新中学校、田川東中・田川西中で
初めての入学式が行われました
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　新中学校の田川東中学校と田川西中学校の入学式が４月11日に執り行われ、真新しい制服を着た新入
生（田川東中は196名、田川西中は176名）が入学しました。
　入学式では、田川東中の佐藤校長、田川西中の岡本校長がそれぞれ、新中学校をどのような学校にした
いか生徒たちに伝えました。両校長の式辞を一部紹介します。

　新中学校が無事に開校し、入学式を迎えられたのは、保護者のみなさまをはじめ、地域のみなさま、教
職員、学校作りに関わっていただいた企業のみなさまなどから、たくさんの御支援・御協力をいただいた
おかげです。
　新しいスタートを切った新中学校を教育委員会も全力で支えていきますので、みなさんの熱い応援、よ
ろしくお願いします。

これまでの記事につきましては、
ホームページにてカラー版を掲載しています。

　昨年から再開した田川市市民プールが今年も開場します ! 市民プー
ルは田川市民球場に隣接する屋外プールで3人同時に滑ることができ
るロデオマウンテン（ロックスライダー）や巨大バケツ、ウォーター
ガン、水車などがあり、大人から子どもまで楽しく遊べる仕掛けがた
くさんあります。また、小さな子どもも遊べる幼児用プール（カメさ
んプール）もあります。
※新型コロナウイルス感染対策に関しては緩和傾向にあるため今年は通常開場す
る予定です。詳細につきましては問い合わせ先にてご確認ください。

平成27年７月から、本市の教育行政の発展に取り組んできた吉栁啓二教育長が、
令和５年６月12日付けで退任しました。

▲佐藤校長

　「全ての生徒にとって自分の成長や可能性を感
じる学校」、「みんなが“夢”を持つことができて、
それを語ることができ、互いの夢を応援できる学
校」を目指すということ。そして、「自分の夢に
挑戦できる中学生になってほしい、それが可能な
学校を創っていきます！」という内容でした。

田川東中学校
　「高い志を持ち、未来を創る生徒の育成と新た
な歴史と伝統創りを行う学校」のためのキーワー
ドとして、３つの『C』、Challenge（挑戦）、Change
（変化）、Create（創造）の紹介があり、最後に「自
分および他者の命と尊厳を大切にしてほしい」
という内容でした。

▲岡本校長

田川西中学校

教えて！再編ススムくん

新中学校の開校記念式典を
開催しました

　令和５年４月８日、田川市郡の自治体関係者や市内
の行政区長などをお招きし、「田川市立田川東中学校」
と「田川市立田川西中学校」の開校記念式典をそれぞ
れの新校舎の体育館で執り行いました。
　式典では、開校の宣言を行い、校舎の設計・建設に
当たられた企業の代表者や校歌の作詞作曲者への感謝
状の贈呈のほか、新しい校旗や校歌の披露を行いました。
また、それぞれの校長があいさつを行い、新しい学校
の教育目標や目指す生徒像などが述べられました。

●利用料金
区　　分 利用料金

一　般

個　人
小学生以下
（３歳以上）

中学生・高校生
600円
500円

400円

一　般

団　体
小学生以下
（３歳以上）

中学生・高校生
480円
400円

320円

※ロッカー使用料：100円▲

詳しくはこちらから !
　田川市市民プール
　ホームページ

●問い合わせ
　田川市市民プール（田川市大字伊田2754-2） 
　☎0947-45-7654

田川市市民プールが今年も開場します!

▲両中学校の開校記念宣言書を掲げている場面

チャレンジシー チェンジ

クリエイト

両校とも「生徒主体の学校づくり」を
がんばっています!
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●青色パトカーによる巡回（通年）
　青少年対策室、青パトいかり隊、警友会による
　下校時児童生徒の見守りパトロール
●夜間街頭補導パトロール（通年）
　田川警察署少年補導員と青少年対策室によ
　る後藤寺・伊田方面の巡回パトロール
●青少年の非行・被害防止キャンペーン（７月）
　田川市まちぐるみ子ども安全連絡会議による啓発活動

インターネットの利用で注意！保護者がおさえておきたい４つのポイント

青少年の健全育成に向けた活動

地域の子どもは地域ぐるみで守り育てる
～７月は青少年の非行・被害防止全国強調月間～

青パト
貸出

　明日の田川市を担う青少年が、社会性
や自立性を身につけ、心豊かにたくまし
く成長していくことは、市民すべての願
いです。しかし、家庭や学校、地域社会
など、子どもを取り巻くさまざまな環境
の中で非行に走ったり、犯罪の被害に遭
ったりする子どもは少なくありません。
　国は、７月を「青少年の非行・被害防
止全国強調月間」と定めており、期間中
は全国的な運動が展開されます。本市で
も、青少年が非行に走ることなく、心健
やかに成長できるよう、家庭・学校・地
域・企業・行政が一体となって青少年の
非行・被害防止に取り組みます。市民の
みなさんのご協力をお願いします。

４つのポイントを効果的におさえるためには、話しやすく相談しやすい親子関係が大切です。

❶法令・規約などに違反する使い方をさせない
　誹

ひ ぼ う

謗中
ちゅうしょう

傷・人権侵害など「ついうっかり」「知らなかった」という言い訳が通じないのは、インター
ネット上も同じです。

❷プライバシーを守ることは生命の安全に直結する
　実社会でもインターネット上でも、やってはいけないことは同じ。人権尊重の視点でルールを考え、
守る習慣を身につけさせましょう。

❸子どものネット利用に潜んでいるリスクを正しく知り、一緒に考える
　自分が発信した情報の責任は自分にある「発信者の意識」など、気をつけておきたいことはたくさ
んあります。

❹フィルタリングやペアレントコントロールなどを活用する
　スマホの時間・ツールなどを管理するなど、適度なサポートが正しい自立を促します。

地域の自主防犯活動に対し、青色パトカーを貸し出し
ています。現在、月曜日に青パトいかり隊が、金曜日
に警友会が市内を巡回パトロールしています。燃料費
や車両保険などの負担はありません。貸し出しを希望
する団体は、文化生涯学習課へ問い合わせください。

夏休みは自由な時間が増えて楽しい一方で、
さまざまな誘惑に引き込まれる危険性があります。

「地域の子どもは地域ぐるみで守り育てる」を合言葉に、
地域ぐるみで子どもの安全を守りましょう。

 ◆問い合わせ　文化生涯学習課青少年対策室 （☎44-5110） 広報たがわ
R5. ７月号
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